
 

平成 29年度 監査重点項目 

１ 選定方針 

 平成 29年度監査重点項目は次の事項から選定する。 

（１）平成 28年度までの定期監査等における課題状況を踏まえ、更に踏み込んで監

査を行う必要があると認められる事項 

（２）平成 28年度までに県又は県関係団体の不祥事等としてマスコミ等で話題とな

った事案に関連する事項 

(３）熊本地震からの復旧･復興や統一的な基準による地方公会計制度の導入に向け

た取組について、監査を行う必要があると認められる事項 

 

２ 重点項目 

 （１）行政関係 

① 地震後の職員の時間外勤務や健康管理について、組織としての取組や体制

は適切なものとなっているか。 

② 県立学校における教材費等、県の歳入歳出に計上されない学校徴収金の取

扱いは適正になされているか。 

 

（２）収入関係 

① 寄附金等を含め、現金収納に係る手続は適正になされているか。 

② 県立学校等における生産物の売払いに係る会計手続は適正になされてい

るか。 

 

（３）支出関係 

① 地震関連も含め、補助金等交付に係る一連の手続は適正になされているか。 

② 公共工事の施行手続の着手は、用地取得等の手続を経て適正になされてい

るか。 

③ 業務委託契約において、個人情報保護や仕様書等の取扱いは適正になされ

ているか。 

 

（４）物品・財産関係 

① 地震により毀損した物品や新たに取得した物品等の取扱いは適正になさ

れているか。 

② 外部機関等への貸付備品、地理的に離れた施設に置かれた備品等、通常の

管理が困難な備品について、適切な管理体制が取られているか。 

③ 県有財産について、地震による毀損も含めた現況把握や台帳整備等、地方

公会計制度導入に向けた対応は適切になされているか。 

（第４関係） 


